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１．はじめに
　知的財産紛争ではアンケート調査に基づく証拠が
有効になる場面が少なくない。商標法３条２項の使
用による識別力獲得、不正競争防止法２条１項１号
の周知性や混同のおそれ、特許機能の売上への貢献
度など、知的財産紛争では需要者の認識が問われる
問題が多い。知的財産は、商品の一部として不可分
に組み込まれていることが多く、事業データや市場

データなど既存のデータをもってしても、その知的
財産のみの識別力や金銭的な価値を評価することが
難しいため、争点を直接検証することが可能なアン
ケート調査が重要になる。
　しかしアンケート調査は、人間を対象とした科学
に特有の問題があり、調査結果が正確に実態を反
映したものかどうかを判断するには、そもそもアン
ケート調査の正確性の問題について十分に認知して
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おかねばならない。評価する側は、調査結果が真相
に迫るものなのか、結果ありきで誘導されたものな
のかを見極める必要があり、実施する側は、結果を
誘導することなく、自らの主張を裏付ける回答を引
き出さなければならない。
　費やすことのできる限られた資源を有効に利用し、
合理的な紛争解決を図るために、アンケート調査を
利用するにはどうすべきか、本稿では知的財産分野
における立証の方法の１つであるアンケート調査の
方法論と活用の仕方について実務的な観点から論じ
ることとする。

２．アンケート調査とは
　アンケート調査とは、対象者に対して、質問（刺
激）を与えて回答（反応）を得るというものであり、
科学的な実験のイメージで捉えたほうが本質を理解
しやすいと思われる。目的に応じて調査者は調査対
象者を決定し、その調査対象者にどのようにコンタ
クトするかを決定し、どのような質問をするかを決
定し、回答結果をどのように分析・報告するかを決
定しなければならない。客観的な調査を実施するた

めにはそれぞれの段階で合理的な決定を行うことが
望ましい。
　合理的なアンケート調査を設計したつもりでも、
アンケート調査による情報収集は様々な誤差のため
に不正確なものになってしまうおそれがあり、真相
の究明は必ずしも容易ではない。調査票は測定器
（instrument）とも呼ばれ、回答者の反応を測定する
ための道具と位置づけられる。測定器の設計は様々
で、設計によって測定の精度が異なるが、誤差をな
るべく小さくすることが科学的調査の目的である。
また不適切な調査対象者を選ぶことによって調査結
果が不適切になることもある。要するにアンケート
調査結果が不正確になるのは、様々な誤差が積み重
なって生じる現象と理解できる。
　総調査誤差（total	survey	error）と呼ばれる枠組
みを借りるとアンケート調査の正確性に影響を与え
る様々な誤差を統一的に捉えやすい１。アンケート
調査を実施する側も評価する側も、アンケート調査
に関する様々な誤差の発生理由について理解してお
くことが望ましい。アンケート調査に関する誤差は、
図表１の通り、測定に関する誤差と代表性に関する

出典：Lavrakas,	P.J.	and	J.A.	Stec	（2014）	“Survey	Research	in	Litigation.”	Ch.6A,	in	R.	L.	Weil	and	D.G.	Lentz	（eds）,	
Litigation	Services	Handbook	The	Role	of	the	Financial	Expert,	５th	Edn.	2014	Cumulative	Supplement,	John	
Wiley	&	Sons,	Inc.,	Hoboken,	New	Jersey.

図表	１　総調査誤差の枠組み


